
 

 

 

（ 平 成 ２ ５ 年 習 志 野 市 議 会 第 １ 回 定 例 会 ）  

 

議 案 第  １ ４  号  

 

習 志 野 市 特 定 建 築 行 為 に 係 る 手 続 等 に 関 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 

 

上 記 の 議 案 に 対 す る 修 正 案 を 別 紙 の と お り 地 方 自 治 法 第 １ １ ５ 条 の ３ 及

び 会 議 規 則 第 １ ７ 条 の 規 定 に よ り 提 出 し ま す 。  

 

 

   平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ２ ２ 日  

 

 習 志 野 市 議 会 議 長  

    関    桂  次   様  

提 出 者   習 志 野 市 議 会 議 員   谷  岡    隆  

               〃       市  川  寿  子  

               〃       宮  内  一  夫  

 

 

 

 

 

別 紙 （ 修 正 案 ）  

 



 

 

 

別 紙 （ 修 正 案 ）  

 

習 志 野 市 特 定 建 築 行 為 に 係 る 手 続 等 に 関 す る 条 例 に 対 す る 修 正 案  

習 志 野 市 特 定 建 築 行 為 に 係 る 手 続 等 に 関 す る 条 例 を 次 の よ う に 修 正 す る 。  

目 次 中 「 第 １ ３ 条 」 を 「 第 １ ２ 条 」 に 、 「 第 １ ４ 条 ― 第 ２ ３ 条 」 を 「 第

１ ３ 条 ― 第 ２ ２ 条 」 に 、 「 第 ２ ４ 条 ― 第 ３ １ 条 」 を 「 第 ２ ３ 条 ― 第 ３ ０ 条

」 に 改 め る 。  

第 ５ 条 第 １ 項 中 「 又 は 建 築 基 準 法 施 行 条 例 （ 昭 和 ３ ６ 年 千 葉 県 条 例 第 ３

９ 号 ） 」 を 「 、 建 築 基 準 法 施 行 条 例 （ 昭 和 ３ ６ 年 千 葉 県 条 例 第 ３ ９ 号 ） 、

習 志 野 市 風 俗 営 業 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ４ ８ 年 条 例 第 １ ９ 号 ） 又 は

習 志 野 市 旅 館 営 業 の 規 制 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ４ ６ 年 条 例 第 ６ 号 ） 」 に 改 め 、

「 認 定 」 の 次 に 「 、 同 意 」 を 加 え 、 「 第 ８ 条 第 ３ 項 」 を 「 第 ７ 条 第 ３ 項 」

に 、 「 第 ９ 条 第 ４ 項 」 を 「 第 ８ 条 第 ４ 項 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 第 ８ 条

第 ３ 項 」 を 「 第 ７ 条 第 ３ 項 」 に 改 め る 。  

第 ６ 条 を 削 り 、 第 ７ 条 を 第 ６ 条 と す る 。  

第 ８ 条 第 ２ 項 中 「 第 １ ３ 条 」 を 「 第 １ ２ 条 」 に 改 め 、 同 条 を 第 ７ 条 と し 、

第 ９ 条 を 第 ８ 条 と し 、 第 １ ０ 条 か ら 第 ２ ４ 条 ま で を １ 条 ず つ 繰 り 上 げ る 。  

第 ２ ５ 条 第 １ 項 中 「 第 ７ 条 第 １ 項 」 を 「 第 ６ 条 第 １ 項 」 に 改 め 、 同 条 を

第 ２ ４ 条 と す る 。  

第 ２ ６ 条 第 １ 号 中 「 第 ７ 条 第 １ 項 」 を 「 第 ６ 条 第 １ 項 」 に 改 め 、 同 条 第

２ 号 中 「 第 ８ 条 第 １ 項 」 を 「 第 ７ 条 第 １ 項 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 号 中 「 第 ９

条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 」 を 「 第 ８ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 」 に 改 め 、 同

条 第 ４ 号 中 「 第 １ ０ 条 」 を 「 第 ９ 条 」 に 改 め 、 同 条 第 ５ 号 中 「 第 １ ６ 条 第

１ 項 」 を 「 第 １ ５ 条 第 １ 項 」 に 、 「 第 ２ ０ 条 第 １ 項 」 を 「 第 １ ９ 条 第 １ 項

」 に 改 め 、 同 条 を 第 ２ ５ 条 と す る 。  

第 ２ ７ 条 中 「 第 ２ ２ 条 」 を 「 第 ２ １ 条 」 に 改 め 、 同 条 を 第 ２ ６ 条 と す る 。  

第 ２ ８ 条 第 １ 項 第 ２ 号 中 「 第 ７ 条 第 １ 項 」 を 「 第 ６ 条 第 １ 項 」 に 改 め 、

同 条 を 第 ２ ７ 条 と し 、 第 ２ ９ 条 を 第 ２ ８ 条 と し 、 第 ３ ０ 条 を 第 ２ ９ 条 と し 、

第 ３ １ 条 を 第 ３ ０ 条 と す る 。  

 附 則 第 ２ 項 の 見 出 し 中 「 等 」 を 削 り 、 同 項 中 「 次 に 掲 げ る 条 例 」 を 「 習

志 野 市 中 高 層 建 築 物 の 建 築 に 係 る 紛 争 の 調 整 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ９ 年 条 例

第 ２ 号 ） 」 に 改 め 、 同 項 各 号 を 削 る 。  

附 則 第 ４ 項 中 「 、 習 志 野 市 旅 館 業 審 議 会 又 は 習 志 野 市 風 俗 営 業 等 審 議 会

」 及 び 「 、 習 志 野 市 旅 館 営 業 の 規 制 に 関 す る 条 例 第 ７ 条 第 ２ 項 及 び 習 志 野



 

 

 

市 風 俗 営 業 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 第 １ １ 条 第 ２ 項 」 を 削 る 。  

附 則 第 ５ 項 中 「 第 ９ 条 第 ２ 項 」 を 「 第 ８ 条 第 ２ 項 」 に 改 め る 。  



 

 

 

（ 平 成 ２ ５ 年 習 志 野 市 議 会 第 １ 回 定 例 会 ）  

 

議 案 第  ２ ０  号  

 

習 志 野 市 地 区 計 画 の 区 域 内 に お け る 建 築 物 の 制 限 に 関 す る 条 例 及 び

習 志 野 市 交 通 安 全 推 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に

つ い て  

 

 

 

上 記 の 議 案 に 対 す る 修 正 案 を 別 紙 の と お り 地 方 自 治 法 第 １ １ ５ 条 の ３ 及

び 会 議 規 則 第 １ ７ 条 の 規 定 に よ り 提 出 し ま す 。  

 

 

   平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ２ ２ 日  

 

 習 志 野 市 議 会 議 長  

    関    桂  次   様  

提 出 者   習 志 野 市 議 会 議 員   谷  岡    隆  

               〃       市  川  寿  子  

               〃       宮  内  一  夫  

 

 

 

 

 

別 紙 （ 修 正 案 ）  



 

 

 

別 紙 （ 修 正 案 ）  

 

習 志 野 市 地 区 計 画 の 区 域 内 に お け る 建 築 物 の 制 限 に 関 す る 条 例 及 び

習 志 野 市 交 通 安 全 推 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に 対 す る

修 正 案  

習 志 野 市 地 区 計 画 の 区 域 内 に お け る 建 築 物 の 制 限 に 関 す る 条 例 及 び 習 志

野 市 交 通 安 全 推 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 修 正 す

る 。  

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。  

習 志 野 市 地 区 計 画 の 区 域 内 に お け る 建 築 物 の 制 限 に 関 す る 条 例 等 の

一 部 を 改 正 す る 条 例  

第 ２ 条 を 第 ４ 条 と し 、 第 １ 条 の 次 に 次 の ２ 条 を 加 え る 。  

（ 習 志 野 市 旅 館 営 業 の 規 制 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  習 志 野 市 旅 館 営 業 の 規 制 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ４ ６ 年 条 例 第 ６ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ７ 条 第 １ 項 中 第 １ 号 を 削 り 、 第 ２ 号 を 第 １ 号 と し 、 第 ３ 号 を 第 ２ 号

と す る 。  

（ 習 志 野 市 風 俗 営 業 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ３ 条  習 志 野 市 風 俗 営 業 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ４ ８ 年 条 例 第 １ ９

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ １ 条 第 １ 項 中 第 １ 号 を 削 り 、 第 ２ 号 を 第 １ 号 と し 、 第 ３ 号 を 第 ２

号 と す る 。  

附 則 第 ３ 項 中 「 第 ２ 条 」 を 「 第 ４ 条 」 に 改 め 、 同 項 を 附 則 第 ５ 項 と し 、

附 則 第 ２ 項 の 次 に 次 の ２ 項 を 加 え る 。  

３  施 行 日 の 前 日 に お い て 、 第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 習 志 野 市 旅 館 営

業 の 規 制 に 関 す る 条 例 第 ７ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ り 習 志 野 市 旅 館 業

審 議 会 の 委 員 と し て 委 嘱 さ れ て い た 者 の 任 期 は 、 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に か

か わ ら ず 、 そ の 日 に 満 了 す る 。  

４  施 行 日 の 前 日 に お い て 、 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 習 志 野 市 風 俗 営

業 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 第 １ １ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ り 習 志 野 市 風

俗 営 業 等 審 議 会 の 委 員 と し て 委 嘱 さ れ て い た 者 の 任 期 は 、 同 条 第 ２ 項 の

規 定 に か か わ ら ず 、 そ の 日 に 満 了 す る 。  


